
告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
一
号 

 
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
座

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
の
報
告
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 

 

野
寺
上
集
会
所 

野
寺
三
丁
目
集
会

所 野
寺
集
会
所 

片
山
集
会
所 

道
場
集
会
所 

栄
五
丁
目
集
会
所 

栄
中
央
集
会
所 

栄
集
会
所 

池
田
・
前
原
集
会

所 

施
設
の
名
称 

埼
玉
県
新
座
市
野
寺
五
丁
目

五
番
十
二
号 

埼
玉
県
新
座
市
野
寺
三
丁
目

八
番
十
七
号 

埼
玉
県
新
座
市
野
寺
二
丁
目

五
番
二
十
五
号 

埼
玉
県
新
座
市
片
山
二
丁
目

十
二
番
七
号 

埼
玉
県
新
座
市
道
場
一
丁
目

十
三
番
五
十
三
号 

埼
玉
県
新
座
市
栄
五
丁
目
二

番
十
七
号 

埼
玉
県
新
座
市
栄
四
丁
目
五

番
二
十
三
号 

埼
玉
県
新
座
市
栄
一
丁
目
二

番
二
十
四
号 

埼
玉
県
新
座
市
池
田
五
丁
目

十
番
二
十
九
号 

所

在

地 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

管

理

者 

二
百
人 

六
十
五
人 

百
八
十
四
人 

百
人 

百
七
十
三
人 

二
百
二
十
一
人 

二
百
三
十
人 

二
百
六
十
四
人 

百
四
十
七
人 

収

容

人

員 



  

あ
た
ご
・
菅
沢
集

会
所 

西
堀
集
会
所 

新
堀
三
丁
目
集
会

所 新
堀
一
丁
目
集
会

所 堀
ノ
内
集
会
所 

石
神
集
会
所 

北
原
集
会
所 

栗
原
六
丁
目
集
会

所 武
野
集
会
所 

栗
原
の
森
集
会
所 

栗
原
第
一
集
会
所 

施
設
の
名
称 

埼
玉
県
新
座
市
あ
た
ご
三
丁

目
十
三
番
六
号 

埼
玉
県
新
座
市
西
堀
一
丁
目

十
番
三
十
二
号 

埼
玉
県
新
座
市
新
堀
三
丁
目

一
番
十
七
号 

埼
玉
県
新
座
市
新
堀
一
丁
目

五
番
二
十
九
号 

埼
玉
県
新
座
市
堀
ノ
内
二
丁

目
三
番
四
十
八
号 

埼
玉
県
新
座
市
石
神
四
丁
目

五
番
二
十
号 

埼
玉
県
新
座
市
石
神
一
丁
目

一
番
三
号 

埼
玉
県
新
座
市
栗
原
六
丁
目

五
番
二
十
二
号 

埼
玉
県
新
座
市
栗
原
三
丁
目

七
番
七
号 

埼
玉
県
新
座
市
栗
原
二
丁
目

四
番
四
十
一
号 

埼
玉
県
新
座
市
栗
原
一
丁
目

六
番
四
十
八
号 

所

在

地 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

管

理

者 

百
二
十
五
人 

二
百
十
人 

六
十
五
人 

百
九
十
三
人 

百
七
十
人 

二
百
二
十
四
人 

二
百
人 

百
七
十
四
人 

二
百
二
十
四
人 

百
人 

六
十
五
人 

収

容

人

員 



  

野
火
止
五
丁
目
集

会
所 

野
火
止
四
丁
目
集

会
所 

菅
沢
集
会
所 

西
分
集
会
所 

中
原
・
本
多
集
会

所 野
火
止
一
丁
目
集

会
所 

新
座
一
丁
目
集
会

所 大
和
田
集
会
所 

大
和
田
杉
山
集
会

所 大
和
田
一
丁
目
集

会
所 

馬
場
集
会
所 

施
設
の
名
称 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
五
丁

目
二
十
九
番
三
十
四
号 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
四
丁

目
十
九
番
六
号 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
三
丁

目
十
三
番
十
一
号 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
三
丁

目
五
番
十
五
号 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
二
丁

目
七
番
十
二
号 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
一
丁

目
二
番
十
九
号 

埼
玉
県
新
座
市
新
座
一
丁
目

十
二
番
八
号 

埼
玉
県
新
座
市
大
和
田
五
丁

目
十
二
番
二
十
五
号 

埼
玉
県
新
座
市
大
和
田
四
丁

目
六
番
三
十
一
号 

埼
玉
県
新
座
市
大
和
田
一
丁

目
十
番
十
一
号 

埼
玉
県
新
座
市
馬
場
四
丁
目

三
番
三
十
六
号 

所

在

地 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

管

理

者 

百
五
十
八
人 

百
四
十
九
人 

六
十
五
人 

二
百
人 

百
三
人 

百
五
十
五
人 

九
十
人 

六
十
五
人 

二
百
三
十
人 

六
十
五
人 

百
人 

収

容

人

員 



   

東
三
丁
目
集
会
所 

東
一
丁
目
集
会
所 

北
野
・
東
北
集
会

所 中
野
集
会
所 

野
火
止
八
丁
目
集

会
所 

野
火
止
集
会
所 

野
火
止
中
集
会
所 

施
設
の
名
称 

埼
玉
県
新
座
市
東
三
丁
目
十

四
番
十
号 

埼
玉
県
新
座
市
東
一
丁
目
八

番
五
十
三
号 

埼
玉
県
新
座
市
北
野
三
丁
目

八
番
二
十
六
号 

埼
玉
県
新
座
市
中
野
一
丁
目

二
番
三
号 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
八
丁

目
七
番
二
十
八
号 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
七
丁

目
十
八
番
三
十
六
号 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
七
丁

目
六
番
十
六
号 

所

在

地 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

新
座
市
長 

管

理

者 

百
九
十
三
人 

六
十
五
人 

二
百
人 

百
十
人 

六
十
五
人 

五
十
人 

百
五
十
九
人 

収

容

人

員 


